
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

あいさつ 
函南町立東小学校長 西川真澄 

 
 先日、職員から出張の報告がありました。「心
豊かに生きる」というタイトルで薬師寺の僧呂の
講演を聞いてきたということでした。その中でコ
ロナ時代だからこそ大切にすべきもの、渇いた心
を潤いのあるものに変えていくものとして「挨拶」
の話があったそうです。 
 一般的な「挨拶の 4 箇条」は、「あいさつ」の
一文字ずつをとって次のように言われています。 
 
「あ」…「あ」かるく、「あ」たたかく  
「い」…「い」つでも変わらず 
「さ」…「さ」きに、進んで 
「つ」…「つ」づける（挨拶を毎日続ける、挨拶に続けて一言加える） 

 
実は「挨拶」はもともと仏教の言葉で、それぞれの文字には次のような意味がありま

す。 
 
「挨」…自らの心を開き、積極的に迫る←真理を求めようという弟子の気迫 
「拶」…突っ込む、切り込む、切り返す←弟子を育てようという師匠の慈悲の心 
 
漢字の意味から考えると、挨拶は、師匠と弟子の心のぶつかり合い、一対一の真剣勝

負をあらわしています。子供たちは修行をしているわけではありませんので、厳しさや
激しさは置いておくとして、人と人との関係の中で、お互いが思いやりの心を持ちなが
ら積極的に挨拶ができるといいのではないでしょうか。 
 学校では生活委員会による挨拶運動により、校内には子供たちの明るく元気のよい挨
拶の声が響いています。東小の子供たちが、いつでも、どこでも、誰にでも、進んで挨拶
でき、それを継続できるように働きかけていきます。まずは続けていくことが大切です。
挨拶運動をきっかけによくなってきている挨拶を、校内だけでなくご家庭や地域にも広
げていけるようになるとすばらしいと思います。 
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【３ｒｄ mission】 

みんなで創ろう 伝え合おう 

〈ユウガオ通信〉 
7 月末から開き始めたユウガオ。夕方
から開き始めるから「ユウガオ」のは
ずですが、寒くなってきてからは朝顔
と同じ時間帯に開くようになっていま
した。最後に開花を確認したのが今月
7 日（水）、四ヶ月以上咲き続けてい
ました。確認できた開花数は、 
10,611 になりました。種をいくつ収
穫できるか楽しみです。 



 

【主な見学地】 

・鎌倉（班別） 

・羽田空港 

・東京スカイツリー 

・スモールワールズ 

・浅草、国会議事堂等 

11月 15日・16日の２日間をかけ、6年生は修学旅行に行ってきました。東京方面

へ泊を伴う旅行は 3年ぶりとなります。自分たちで立てた計画に沿って、充実し         

た 2日間を過ごしていました。 

 

12 月 2 日（金）「光の子ランド」が開催されまし

た。それぞれの思いがつまった活動が各学年・学級

で見られました。また、当日はＰＴＡ理事のみなさ

まにより、駐車場の交通整理をしていただきまし

た。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お願い：冬休み中でも、児童及び同居の家族が新型コロナウイルス感染となった場合は、学校へお知ら

せください。（12/29～1/3までは教育委員会：９７９－８１２１）また、欠席連絡フォームへの入力も

お願いいたします。 

〈 1月～2月の行事予定 〉 

12 月 

13（火）～16（金）保護者面談 13:10下校 

     補充学習（4～6年） 

23（金）授業終了日 下校 12：10 

24（土）冬期休業開始～1月５日 

 

1 月 

６（金）授業開始日 朝会 下校 12：10 

10（火）身体測定 5/6年 弁当の日 

11（水）定着度調査（国・算） 

    スクールカウンセラー相談日 

12（木）身体測定 3/4年 

13（金）身体測定 1/2年 

18（水）スクールカウンセラー相談日 

     代表委員会 PTA理事会 

20（金）新 1年生交流会 

24（火）スペシャルイングリッシュデイ 

25（水）スクールカウンセラー相談日 

27（金）生活アンケート実施 

 

２ 月 

１（水）相談月間 

２（木）中学校入学説明会 

３（金）東小学校入学説明会  

８（水）スクールカウンセラー相談日  

14（火）参観会・懇談会 

CS東小会議 PTA理事会(新旧引継) 

22（水）スクールカウンセラー相談日 

27（月）さくらテスト週間 

東小 706人の共有体験 ～共有体験で自尊感情を高める～ 

体罰調査のお願い 

学校教育法に、教員は、児童・生徒に体罰を加えてはならないと明記されています。本校でもいか

なるときでも子供たちに肉体的苦痛を与えることは絶対にしてはいけないと全教職員が自覚し、教

育活動にあたっているところです。そこで、教職員による行き過ぎた指導についてお子様からの情報

がありましたら、校長または、教頭までご連絡をお願いいたします。 

 

修学旅行 

光の子ランド 


